


 

 
 

 

  はじめに 

 

 

 

 

 

  

「第５次滑川市総合計画」で目指す、一人一人の人権が尊重され、互いの個性を認め合いなが

ら、 支え合うダイバーシティ（多様性）が尊重される優しい社会の実現のためには、私たちが互

いに責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる「男

女共同参画社会」を実現する必要があります。 

 本市では、令和元年に「滑川市男女共同参画計画 第３次 ときめき かがやき ひかりのプラン」

を策定し、各施策を進めてきました。 

計画策定から５年が経過し、少子高齢化や人口減少の進展、地域社会の変化など、私たちを取

り巻く環境は変化を続けています。特に若い世代を中心として、理想とする生き方や働き方、家

族の姿などは多様化し、それを実現できる社会こそが、目指す男女共同参画社会の姿であると言

えます。 

こうした社会情勢の動向や新たな課題に対応して、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推

進するため、「滑川市男女共同参画計画～第３次 ときめき かがやき ひかりのプラン～ 後期実

施計画」を策定しました。 

この計画では、「家庭・地域・職場において、すべての人が活躍できる環境づくり」、「男女共同

参画社会実現のための意識づくり」、「すべての人が健やかに安心して暮らせるまちづくり」の３

つの基本目標を掲げ、「ともに認め合い、支え合う、ひかり輝く社会の実現」に向けた取組をこれ

まで以上に推進してまいります。 

男女共同参画社会の実現には、行政、関係機関、事業者、市民がその大切さや必要性を理解し、

それぞれが主体的に取組を進めていくことが何より重要と考えております。皆様の一層のご理解

ご協力をお願いいたします。 

本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました滑川市男女共同参画推進員の皆様はじ

め、関係各位に対しまして、深く感謝申し上げます。 

 

令和６年３月 

 

                      滑川市長  
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１ 計画策定の趣旨 
 

 滑川市では、性別にかかわらず、市民一人ひとりが輝けるまちを目指して、平成９年に「と

きめき かがやき ひかりのプラン」、平成 16年に「ときめき かがやき ひかりのプラン 2004」、

平成 21 年に「第２次 ときめき かがやき ひかりのプラン 2009」、平成 26年に「滑川市男女

共同参画計画 第２次 ときめき かがやき ひかりのプラン 2009 後期実施計画」、平成 30年

に「第３次 ときめき かがやき ひかりのプラン 2018」を策定し、各施策を進めてきまし

た。 

 現行計画の策定から５年が経過し、その間、国においては、令和２年に「第５次男女共同

参画基本計画～すべての女性が輝く令和の社会へ～」が、富山県においては、令和５年に「富

山県民男女共同参画計画（第５次）」が策定され、2030 年には、誰もが性別を意識することな

く活躍できる社会を目指すなど、男女共同参画の取組は新たな段階に入っています。 

 「富山県男女共同参画社会に関する意識調査」や「滑川市男女共同参画公開講座アンケー

ト」によると、依然として性別による固定的役割分担意識が残っている状況ではありますが、

近年、主に若い世代の理想とする生き方は変わってきており、未来を担う若い世代が理想と

する生き方や働き方を実現できる社会こそが、今後の男女共同参画社会の形成において重要

であると考えられます。 

 このようなことから、これまでの取組みの成果と課題を踏まえ、より一層の取組み推進を

図るため、後期実施計画を策定するものです。 

 

 

 

２ 計画の位置づけ 
 

 この計画は、男女共同参画社会基本法第 14条第３項の規定に基づく計画です。 

 また、この計画の一部を「女性活躍推進法」第６条第２項の規定に基づく推進計画、及び

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「ＤＶ防止法」といいま

す。）」第２条の３第３項の規定に基づく基本計画として位置付けています。 

 施策の推進にあたっては「第５次滑川市総合計画」との整合性、関連する本市の個別計画

との連携を図ります。 

 

 

 

３ 計画の期間 
 

 この計画は、2024 年度から 2028年度までの５年間を計画期間とします。ただし、男女共同

参画をめぐる状況に大きな変化が生じた場合には、速やかに見直しを行います。 
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５ 基本目標 
 

 滑川市における男女共同参画社会の実現に向けて、本プランでは以下の３つの基本目標を

掲げます。 

 

（基本目標Ⅰ）家庭・地域・職場において、すべての人が活躍できる環境づくり 

 

 性別による固定的役割分担意識を背景に、今も男性の長時間労働が多く行われ、家事・育

児・介護等の負担の多くを女性が担っている現状がありますが、若い世代を中心に理想とす

る家庭観や職業観は変わってきています。これまで仕事をしていた女性が、子どもの出産や、

家族の介護が必要な状況になっても、仕事と生活の両立を図ることができる環境や、働きた

い人すべてが、性別に関わりなくその能力を十分に発揮し、生き生きと働くことが出来る環

境を整備し、家庭や地域、職場で、すべての人が自分の理想とする多様な生き方「令和モデ

ル」を実現することが今後の男女共同参画社会において重要です。男女がともに家庭・地域・

職場における方針決定過程に参画し、責任を担うことや、それぞれの個性や経験を生かし、

能力を十分に発揮し活躍できるよう支援します。 

 

 

（基本目標Ⅱ）男女共同参画社会実現のための意識づくり 

 

 これまでも、男女共同参画を推進する様々な取り組みが実施されてきましたが、依然とし

て男女の平等感は解消されず、社会全体の意識が変わるには至っていません。その要因の一

つとして、意識の根底に、固定的な役割分担意識や、性差による偏見や決めつけ、無意識の

思い込み（アンコンシャス・バイアス）があります。自分の考えが偏っているのではないか

という視点を持つことや、多様な考え方を受け入れること、自分と異なる価値観とその背景

を考えることなどが大切で、その考えを受け入れたうえで行動することが男女共同参画社会

の実現につながります。幼少のころから長きにわたり形成された性別に関する固定観念の打

破には年齢に応じた教育や学習の場での働きかけが必要です。性差に対する偏見の解消や個

性や違いを認め合う人権教育を一層推進します。 

 

 

（基本目標Ⅲ）すべての人が健やかに安心して暮らせるまちづくり 

 

 生涯を通じて健康な心身を維持するために、女性も男性もお互いの性差に応じた健康につ

いて理解を深め、相手への思いやりを持って生活を営むことが大切です。特に女性の心身状

態は、妊娠や出産、更年期疾患など、年代によって大きく変化する特性があることに、男女

とも気を配ることが必要です。このことから、性差に関する理解を深めるとともに、生涯を

通じた健康を支援するための総合的な施策の推進をします。 

 また、男女が互いの人権を尊重し、安全に安心して暮らせる環境を整備することは、女性
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